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－三重県－   

 

アサリ資源の復活をめざして 

～自分たちの漁場は自分たちで守る～ 

 

                         松阪漁業協同組合 採貝部会 

                                田 中 吉 兆 

 

1. 地域の概要 

 松阪市は、三重県の中央に位置し、平成 17年の合併により人口は 16万 3千人余りで、

面積では県内で 2番目に広い市となった。古くは城下町、宿場町として栄え、松阪商人の

発祥の地として、また松阪商人が江戸で販売した「松阪木綿」は藍染の色と縞模様は粋な

風合いで、今でも人気を博している。現在は、高級牛肉である「松阪肉」の産地として有

名である。 

        （松阪市観光協会ＨＰより） 

 

 

2. 漁業の概要 

 松阪漁業協同組合は、平成 14年に三雲漁協、松ヶ崎漁協、猟師漁協及び松阪第一漁協の

4漁協が合併して誕生し、平成 27年度末現在で、351名（正 123名、准 228名）の組合員

が所属している。 

 地先の漁場には、大小 10河川が流入、その河口域には干潟や浅海域が広がり、その特長

を生かして、採貝漁業、青のり養殖業、黒のり養殖業、小型定置網漁業及び刺し網漁業な

どが営まれている。 

図 1 松阪牛 図 2 松阪木綿 

図 3 松阪市の位置 

図 4 採貝漁業（シャックン） 図 5 青のり養殖 図 6 刺し網漁業 
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 漁協の取扱高は、平成 24年度には総額 14億 2百万円、うち採貝漁業が 9億 5千 4百万

円弱であったが、直近の平成 27年度は総額 5億 2千百万円、うち採貝漁業が 5千万円とな

っている。これは平成 24年度にはアサリが 2,284ｔ水揚げされたが、その後のアサリ資源

の激減で、平成 26年 9月からアサリの漁獲を原則中止したことによる。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 研究グループの組織と運営 

 松阪漁協採貝部会（以下、「採貝部会」という。）は、松阪漁協の採貝漁業者 130名で組

織され、「八共協議会採貝部会」の一部として、松阪地区内の操業調整や水産多面的機能発

揮対策事業を活用したアサリ稚貝の移殖放流や漁場の改良（貝けた及び噴射ポンプ式桁を

使用した海底耕耘）を行っている。 

「八共協議会採貝部会」とは、 

 三重共第 8号共同漁業権が、松阪漁協と伊勢湾漁協（下御糸地区）に免許されて

いることから、同漁業権内の調整等を話し合うため、両漁協の採貝漁業者で組織さ

れている。 

 同部会には、会長と 5 地区の代表者各数人及び小型機船底びき網漁業者(ミッシ

ョン)の代表者数人からなる役員会（構成員 16人）が設置され、毎月第 3週の火曜

日に役員会を開催している。 

 役員会では、翌月の出漁日、出漁時間、入札時間を決定するとともに、稚貝移殖

放流の調整や問題が生じた場合の対応等について話し合っている。また、近年は三

重県水産研究所が地先で行っている試験の結果や稚貝調査の結果について説明を

受け、資源状況の把握に努めている。 

 

4. 研究・実践活動取組課題選定の動機 

 松阪地区では以前から、市民が海に親しんでもらうことや観光産業への協力から、一般

の人の潮干狩り（遊漁者）について、家で食べる程度の採取は黙認して、積極的な排除は

してこなかった。また、松名瀬海岸などでは有料の潮干狩り場として開放してきた経緯が

図 7 漁協取扱高  



3 

 

ある。 

 アサリ資源は、これまでも年により増減があったが、先述のとおり平成 24年には伊勢湾

各地でアサリが少ないという中で、松阪地区だけ資源が豊漁であり、漁業者は好漁に湧い

た。しかし一方で、多数の遊漁者が訪れることになった。 

 このため、地元の堤防道路では遊漁者の車両が隙間なく並び、道幅を狭め、地元住民の

生活にも支障が出た。また、県外の車も多く、情報源としてインターネットの影響が推測

された。 

 遊漁者の採捕量が極端に多くなり、資源に与える影響を見過ごすことができなくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

5. 研究・実践活動状況及び成果 

(1)遊漁者・密漁者対策の決意 

 平成 25 年 12 月、「漁業者が漁獲を制限しているのに、遊漁者が無制限に採っている。」

「組合員でない者がアサリを採って販売している。」といった問題から、遊漁者・密漁者対

策を行うことを採貝部会で決めた。なお、この対策については、組合員の家族・親戚も例

外なく対象とすることを地区集会や漁協総会で確認し、強い態度で取り組むこととなった。 

そこで、密漁対策や取締を行うにあたり、他地区で事例のある県漁連、県、市、地元警察

及び海上保安部の関係機関で構成する「密漁防止対策協議会」を設立しようと、関係機関

に呼びかけ、平成 26年 3月 17日に設立準備会を開催した。しかし協議の中で、取締関係

者から「遊漁者等に漁業権が周知されていない現状では取締りは難しい。」との意見が出さ

れ、協議会の設立は見送られた。 

(2)周知活動と禁漁区の設定 

 このため、漁協独自の活動として、遊漁者への漁業権の周知とアサリ保護対策に取り組

むこととなり、その活動の中心は採貝部会が担うことになった。 

 最初の取組として、遊漁者が多くその影響が大きいと考えられた三渡川河口域において、

図 8 平成元年以降のアサリ水揚げ量 

(出典：三重農林水産統計年報及び漁協調べ) 

図 9 迷惑駐車を報じる新聞記事 

(夕刊三重 平成 24年 6月 25日） 
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を使用する遊漁者を地先で見ることもなくなってきた。 

 

7. 今後の課題 

(1)回復しないアサリ資源 

 しかし、漁業者がアサリを漁獲対象から外し、稚貝の移殖放流や海底耕耘等に取り組む

ものの、資源回復の兆しがなかなか見えてこない。平成 27年には、6月に禁漁区に移殖放

流した稚貝が順調に成長して資源の増加を期待していたが、同年の冬期に大量へい死して

しまった。 

 このようなアサリ資源の現状を知ってもらうた

め、平成 28年 5月の松阪漁業まつりでは、「アサ

リがピンチとなっており、3cm 以下のアサリは海

に返して欲しい」旨のチラシを入れたポケットテ

ィッシュを来場者に配って理解と協力を求めた。 

(2)管理区域の拡大 

 禁漁区以外の場所では、遊漁者が制限なく潮干

狩りを行っているため、遊漁者を制限する区域を

拡大する必要があるとの意見が採貝部会の中で出

てきた。 

 検討を重ねた結果、平成 29年 3月 1日から、

遊漁者の採捕を認めない場所（保護区）を設定

し、資源管理を的確に行える体制を整えること

となった。 

 その周知のため、新たに看板を約 50枚作成し、

浜の入り口を中心に設置するとともに、干潟に

は現場で保護区が確認できるように支柱を設置

した。 

 さらに、平成 28年 12月の夜間パトロールか

ら、遊漁者に対する周知活動を始めた。 

 漁業者にとっては、パトロールの回数や範囲の

拡大により、これまで以上に負担が増加すること

になるが、アサリ資源回復のためにはやむを得な

い。 

 アサリ資源をいち早く回復させることは、漁業

者の収入の増加、経営の安定につながる。 

 また、アサリ資源が安定すれば、潮干狩り場の

再開や保護区以外の場所での潮干狩りなどで、一

般の人が海を身近に感じてもらう機会も増え、環

境や漁業についての理解を深めてもらうことにも

つながる。 

 人の生活の影響を強く受ける伊勢湾で、末永く漁業を行うためにも、漁業と地域の住民

がうまく利用できる環境、関係を築いていければと考えている。 

図 12 協力を求めるチラシ 

図 13 遊漁者禁止区域 

図 14 周知のための看板 


